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次に掲げる条例をここに公布する。 

(1) 新潟県手数料条例の一部を改正する条例 

(2) 新潟県水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部を改正する条例 

(3) 新潟県農村地域工業等導入対策審議会条例の一部を改正する条例 

(4) 新潟県産業集積の形成及び活性化のための奨励措置に関する条例の一部を改正する条例 

(5) 新潟県風致地区条例の一部を改正する条例 

(6) 新潟県住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律関係手数料条例 

(7) 新潟県病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 

(8) 新潟県いじめ防止対策等に関する委員会条例の一部を改正する条例 

(9) 新潟県公安委員会等の権限に属する事務に係る手数料条例の一部を改正する条例 
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